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勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー
「
セ

ン
タ
ー
フ
ェ
ス
タ
」
を
開

催
　

勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー
利
用
者

に
よ
る
学
習
成
果
発
表
会
「
セ

ン
タ
ー
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し

ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
平
成
22
年
１
月
30
日

（
土
）
10
時
〜
15
時

●
場
所
＝
市
勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー

●
入
場
料
＝
無
料

●
内
容

○
作
品
展
示
発
表
（
１
月
29
日

〜
30
日
）

○
舞
台
発
表

○
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
食
品
加

工
品
の
販
売

○
利
用
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
お
茶
席
、
昼
食
販
売　

ほ
か

【
問
い
合
わ
せ
】

市
勤
労
婦
人
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者　

㈲
樹

☎
０
９
９
４-
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９
０
８
８

市
立
学
校
の
耐
震
診
断
結

果
を
公
表
し
ま
し
た

　

平
成
20
年
６
月
に
「
地
震
防

災
対
策
特
別
措
置
法
」
が
改
正

さ
れ
、
旧
耐
震
基
準
で
建
築
さ

れ
た
学
校
施
設
の
一
層
の
耐
震

化
を
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村

は
耐
震
診
断
の
実
施
と
そ
の
結

果
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
市
教
育
委

員
会
で
は
、
旧
耐
震
基
準
で
建

築
さ
れ
た
学
校
施
設
の
耐
震
診

断
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

今
回
、
平
成
20
年
度
の
耐
震

診
断
結
果
を
含
め
、
す
べ
て
の

市
立
学
校
の
状
況
を
公
表
し
ま

す
。

　

診
断
結
果
は
、
市
教
育
総
務

課
で
閲
覧
が
可
能
な
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

今
後
は
、
耐
震
診
断
の
結
果

を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
一
層

の
耐
震
化
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
教
育
総
務
課
（
６
階
）

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
３
６

の
ス
ポ
ー
ツ
栄
養

　

講
師
＝
鈴
木 

志
保
子 

氏

　
（
神
奈
川
県
立
保
健
福
祉
大

学
保
健
福
祉
学
部
栄
養
学
科

教
授
）

○
演
題
＝
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
予
防
の
た
め
の
食

生
活

　

講
師
＝
立
川 

倶
子 

氏

　
（
鹿
児
島
県
栄
養
士
会
会
長
）

○
演
題
＝
ど
う
す
れ
ば
変
わ

る
？
生
活
習
慣

　

講
師
＝
鈴
木 

志
保
子 

氏

●
入
場
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４-

41-

２
１
１
０

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お

知
ら
せ

　

平
成
21
年
分
の
確
定
申
告
が

２
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
申
告
し
た
こ
と

が
あ
る
人
全
て
に
確
定
申
告
関

係
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
20
年
分
の
確
定
申
告

う
つ
病
予
防
講
演
会
を
開

催●
日
時
＝
平
成
22
年
１
月
20
日

（
水
）
14
時
〜
15
時

※
13
時
30
分
か
ら
受
付

●
場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
吾
平
振
興
会
館
視
聴
覚

室
●
内
容

　

演
題
＝
う
つ
病
に
つ
い
て
〜

早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
た

め
に
〜
（
仮
題
）

　

講
師
＝
斉
之
平 

公
士 

氏

　
（
平
和
台
病
院
院
長
）

●
料
金
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４-

41-

２
１
１
０

県
民
公
開
講
座
〜
ス
ト
ッ

プ
・
ザ
・
メ
タ
ボ
で
健
康

づ
く
り
〜
を
開
催

●
日
時
＝
平
成
22
年
１
月
30
日

（
土
）
13
時
〜
15
時
40
分

●
場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

３
階
ホ
ー
ル

●
講
演

○
演
題
＝
健
康
づ
く
り
と
し
て

を
「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ

ス
テ
ム
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）」
又

は
「
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
し
て
申
告
し
た
人
に

は
、
確
定
申
告
関
係
書
類
は
送

付
し
ま
せ
ん
。

　

そ
の
代
わ
り
に
、
平
成
21
年

分
も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る

人
に
は
、
申
告
時
に
必
要
な
情

報
を
記
載
し
た
「
お
知
ら
せ
は

が
き
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
関
係
書
類

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
出
力
す
る
こ
と
も
で
き
る
ほ

か
、
１
月
下
旬
か
ら
鹿
屋
税
務

署
及
び
市
税
務
課
に
も
備
え
付

け
ま
す
。

　

そ
の
他
、
確
定
申
告
に
つ
い

て
わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
税
務
署

☎
０
９
９
４-

42-

３
１
２
７

　「かのやばら園」や「ばらを活かしたまちづくり」で活動するボランティアの登録制度がスタートしました。
あなたもまちづくりに参加しませんか。
※ボランティア登録制度とは、ボランティアに参加していただく人を事前登録してもらい、活動の案内や要
　請をスムーズに行うための制度です。

●申込期間　随時募集しています。
●主な活動内容
○道路沿いの花壇の手入れ、管理方法の指導
○ばら祭り期間中のボランティアスタッフ
○園内ガイド
○ばら苗相談員
○リーダーシップ
　研修会の講師　など

【問い合わせ・申込先】
　〒 893-0053　鹿屋市浜田町 1250　NPO法人ローズリングかのや
　☎ 0994-41-8718　FAX 0994-41-8719　ホームページ  http://www.baranomachi.jp/

●対 象 者　 意欲的に取り組める高校生又は一般の人
●報 酬 等　 原則として、報酬・交通費等は支給しま

せん。
　　　　　　※食事等は必要に応じて支給します。
●登録期間　登録は１年間として、毎年２月に更新
　　　　　　手続きを行います。
●申込方法　専用の申込用紙に必要事項を記入して、
　　　　　　 送付又は FAXでお申込みいただくか、

ばらのまちかのやホームページからお
申込みください。

最低賃金名称 時間額 効力発生日

地域別
最 低
賃 金

鹿児島県最低賃金 630 円 平成 21 年
10 月 14 日

産業別
最 低
賃 金

電気機械器具、情
報通信機械器具、
電子部品・デバイ
ス製造業

688 円
【平成 21年
12月26日ま
では685円】

平成 21 年
12 月 27 日

百貨店・総合スー
パー

668 円
【平成 22 年
１月２日ま
では665円】

平成 22 年
１月 3日

自動車（新車）小
売業 700 円 平成 21 年

12 月 18 日

　鹿児島県の最低賃金は、以下のようになって
います。使用者も労働者もチェックしましょう。

○地域別最低賃金は、県内すべての労働者に適用さ
れますが、産業別最低賃金の対象産業に該当する
場合は、その産業別最低賃金が適用されます。

○産業別最低賃金に該当する場合でも「18 歳未満
又は 65 歳以上の人」「雇入れ後６月未満で、技
能習得中の人」「清掃又は片付けの業務に主とし
て従事している人」には適用せず、地域別最低賃
金が適用されます。
【問い合わせ】
　鹿屋労働基準監督署　☎ 0994-43-3385

　市では、重要な計画や条例の策定にあたって広
く市民の皆さんから意見を聴く、意見公募手続制
度を設けています。この制度に基づき、次の計画
案に対する意見を募集します。

●計画の名称
　共生・協働で進めるまちづくり基本指針（素案）
●計画案の目的
　総合計画の重要施策と位置づけられた「共生・
協働で進めるまちづくり」を推進し、住民自治の
拡充や地域内分権を実現するために、市の基本的
な考え方を整理したもの。
●閲覧場所
　市ホームページ、市民活動推進課、情報公開室、
各総合支所市民生活課、各出張所、各サービスコー
ナー
●提出方法
　直接持参、郵送、FAX 又はＥメールで提出して
ください。
※意見提出用紙は、市ホームページ及び閲覧場所
　にあります。
●意見公募期限
　平成 22年１月８日（金）
【問い合わせ・提出先】
　〒893-8501　鹿屋市共栄町 20 番1号
　市民活動推進課（５階）
　☎ 0994-31-1147　FAX0994-40-3003
　Ｅメール　shiminkatudou@e-kanoya.net

ご意見をお聴かせください確認しよう !最低賃金

ボランティアの登録をしませんかボランティアの登録をしませんか


